
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 事務所賃借料 

社協が宍粟市から借りて使用している建物や事務所の賃借料や光熱水道費など 

※２ コンピューター経費 

社協のコンピューター保守管理経費やコピー機使用料など 

 ※３，４ 会用車 

  ここでいう会用車とは、社協の法人運営に関する車両のことです。 

介護保険事業に使用する車両は含まれていません。 

※５ 総務管理経費 

社協の人事管理に関するコンサルタント料や安全衛生管理に関する委託経費など 

 ※６ 損害保険等掛金 

  社協の設備や備品、社協運営に関する事業についての損害保険や車両保険の掛金 

  介護保険事業についての保険料は含まれていません。 

出費多端の折、申し訳ありませんが、今年もご協力をお願いいたします。 

※平成２４年度宍粟市社協予算より 


